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公
務
員
が
作
成
し
た
「
備
忘
録
」
の
公
文
書
管
理
法
上
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
で
は
、
「
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
行

政
文
書
」
と
は
、
行
政
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
で
あ
っ
て
、
当
該
行
政
機
関
の
職
員
が
組
織
的

に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

公
務
員
は
、
職
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
他
の
関
係
機
関
の
担
当
者
と
面
談
し
、
口
頭
で
や
り
と
り
、
指
示
を
受
け
た
後
、

帰
庁
後
、
上
司
や
関
係
部
署
の
職
員
に
対
し
て
、
面
談
内
容
の
概
要
を
共
有
す
る
た
め
に
、
メ
モ
、
備
忘
録
（
「
本
件
文
書
」

と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
メ
ー
ル
な
ど
に
添
付
し
、
供
覧
す
る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
。
本
件
文
書
は
、
面
談
の
報
告
の
み
な
ら

ず
、
事
後
の
職
務
の
遂
行
に
あ
た
り
、
繰
り
返
し
参
照
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

内
閣
総
理
大
臣
決
定
に
よ
る
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
「
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
で

は
、
「
行
政
機
関
の
意
思
決
定
及
び
事
務
事
業
の
実
績
に
関
す
る
文
書
主
義
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
諸
活
動
に
お
け
る
正

確
性
の
確
保
、
責
任
の
明
確
化
等
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ
り
、
行
政
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
法
第
四
条
に
基
づ
き
」
「
行
政
機
関
の
意
思
決
定
及
び
事
務
事
業
の
実
績
に
関
す
る
文
書
主
義
の
原
則
を
明
確
に
し

て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
文
書
は
「
行
政
文
書
」
と
な
る
」
と
し
て
、
文
書
主
義
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

一



作
成
さ
れ
た
も
の
は
「
行
政
文
書
」
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
「
一
般
的
に
は
職
員
の
個
人
的
な
手
紙
や
個
人
的
に
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
発
信
し
た
内
容
が
記
録
さ
れ

た
媒
体
が
、
直
ち
に
行
政
文
書
に
当
た
る
と
は
い
え
な
い
」
と
す
る
も
の
の
、
他
方
、
個
人
的
な
文
書
で
す
ら
行
政
文
書
に
該

当
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
「
他
の
行
政
機
関
に
対
す
る
連
絡
、
審
議
会
等
や
懇
談
会
等
の
メ
ン
バ
ー
に

対
す
る
連
絡
を
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
て
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
内
容
に
つ
い
て
、
適
切
な
媒
体
に
よ
り
行
政
文

書
と
し
て
適
切
に
保
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
示
し
て
お
り
、
本
件
文
書
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
料
さ

れ
、
行
政
文
書
と
し
て
適
切
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

公
文
書
管
理
法
上
の
か
か
る
文
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
件
文
書
の
よ
う
な
、
公
務
員
が
作
成
す
る
、
他
の
関
係
機
関
の
担
当
者
と
面
談
し
、
口
頭
で
や
り
と
り
、
指
示
を
受
け

た
後
、
帰
庁
後
、
上
司
や
関
係
部
署
の
職
員
に
対
し
て
、
面
談
内
容
の
概
要
を
共
有
す
る
た
め
の
、
メ
モ
、
備
忘
録
は
、
公

文
書
管
理
法
上
の
「
行
政
文
書
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

本
件
文
書
が
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
公
文
書
管
理
法
で
い
う
「
行
政
機
関
」
で
複
数
の
職
員
に
共
有
さ
れ
た
場
合
、
「
行
政

文
書
」
に
該
当
す
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二



三

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
い
う
「
行
政
機
関
の
意
思
決
定
及
び
事
務
事
業
の
実
績
に
関
す
る
文
書
主
義
の
原
則
を
明
確
に
し

て
」
お
り
、
そ
の
業
務
の
遂
行
上
、
必
要
に
応
じ
て
参
照
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
思
決
定
の
前
提
と
な
る
関
係
機
関

な
ど
と
の
協
議
、
指
示
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
た
本
件
文
書
は
、
「
行
政
文
書
」
に
該
当
す
る
と
の
理
解
で
よ
い
か
。
政
府

の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


